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表Ⅳ-2.2.10 変状レベル判定事例(集水井工 その 5 ) 

変所 

レベル 
評価基準 

部位：井筒本体 

項目(現象)：変位・変形、破損・欠損・腐食※ 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

 

 

 

 

筒の 

 

 

 

 

井筒本体 

（内部をのぞきこみ、壁面を確認） 

・変形、破損、腐食なし 

※表面のみ薄く所々錆びて

いる程度であれば、a 評価

と見なす。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

地表コンクリートの基礎部が沈下

（立入防止柵も傾動） ライナープレートに腐食あり 

・軽微な変形、破損、腐食

が認められるが、安定性に

問題ない。 

※地表からの目視で確認で

確認できる程度の微小な変

状を想定する。 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

地表部に土砂の吸出し跡がある 

 

・局所的に部材の欠損や屈

曲、開口を伴うひび割れが

ある。 

※部分的に土砂の吸い出し

等の懸念がある場合を想定

する。開口部を塞ぐ等の措

置を検討する。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある  

 

 

地表で井筒の傾き 

（注釈：この事例は、根固めｺﾝｸﾘｰﾄに変

状が無く施工時の変状と推定された 

⇒右記、解説参照 ） 

 

 

 

 

 

 

 

井筒に変形が見られる。 

（注釈：この事例では、集・排水

機能は確保されているため、変状

の進行状況を経過観察中） 

・施設全体が大きく変形し

て、井筒内の空間が大きく

減少している (安定性を喪

失し、倒壊が懸念される。)

 

※根固めコンクリートの施

工が後年に行われた可能性

もあり、このような判断は

過去の施工記録を慎重に調

査した上で行うこと 

 

※変形（目地での接合不良、傾倒、ねじれ、はらみ出し等）、破損（ひび割れ等）、腐食

（錆等が原因の破損）として、現場で現象を分類して記録すること。 

※施工時からの変形は a 評価としコメントと写真を残す。ここでは、部材の劣化や土圧

や地すべり等の外圧を受けて変形する場合を評価対象とする。次頁に参考例を示す。
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図Ⅳ-2.2.2 評価対象としない変形例(施工に伴うバーチカルスティフナーのねじれ等）※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2.2.3 評価対象とする変形例※  

平面図 

(真上から 

覗き込む) 

（どの方向に変形しているか 

コメントやスケッチを残すとよい） 

真上から見た場合の井筒の変形例 

※実際には、ねじれやせん断変形等を含めて複合的に変形すると想定されるので、変形の判別は現場判断となる。地表からの目

視でわかる程の変形であれば、想定メカニズムなどのコメントとともにスケッチ等を添付するなど、状況記録に努める。 

「変形」の a 評価

と し 、 後 日 の 点

検・管理のために、

コメントと写真に

「施工時のねじれ

と推定される」等

の旨を記録に残す

バーチカルスティフナー 

理想的な状態 

平面図 

(真上から 

覗き込む) 

断面図 

(立面図) 

集水井 
地表 

実際の状態 

（施工に伴うねじれ・傾き等） 

平面図 

(真上から 

覗き込む) 

断面図 

(立面図) 

集水井 
地表 

地表 

断面図 

(立面図) 

集水井 

押しつぶされている(2) 押しつぶされている(1) 

断面図 

(立面図) 

集水井 地表 

傾き 

断面図 

(立面図) 

集水井 地表 

断面図 

(立面図) 

集水井 地表 

屈曲 
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表Ⅳ-2.2.11 変状レベル判定事例(集水井工 その 6 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：地表コンクリート、底張コンクリート 

項目(現象)：変位・変形・破損・欠損 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

底張コンクリートの例 

・変形、破損なし 

※施工時からの傾き等は、機能診断調

査の本来の意図から外れるので変状レ

ベル a と評価した上で、コメントと写

真を記録し、施設管理者に報告するこ

と。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 地表コンクリートのひび割れ 

・変形、破損が明らかに認められる。

ただし、欠損は認められない。 

（地表コンクリートは井筒本体が地表

部から直接侵食されることを防ぐため

のものである。亀裂や欠損によって侵

食されていなければ亀裂等は変状レベ

ル b とする。） 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある  

地表コンクリートの下部に隙間 

・変形、破損によって、局所的に欠損

がある。 

・地表コンクリートの基礎地盤が侵食

され隙間ができる。 

・底張コンクリートが内部へ押し潰さ

れて容量が減少している。 

 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 ・変形、破損によって、部位の大半を

占める範囲で欠損・分離がある。 

・底張コンクリートが内部へ押し潰さ

れて容量が減少している。 

・傾動によって、集水井工の内部の水

面が底張コンクリート天端を一部超

えている。 

・底張コンクリートからの漏水の懸念

がある、または、痕跡がある 

※地表コンクリート、底張コンクリートは、井筒本体の変状に連動することが想定され

るので、その変状レベル区分は井筒本体の変状と整合するように判断すること。 

※底張コンクリートの点検項目の「閉塞・埋没」は、集水升工等の閉塞・埋没を参考に

判断すること。判断の目安の例）閉塞・埋没なし又は軽微＝a、閉塞・埋没あり(排水ボ

ーリングの呑み口はまだ埋没していない)＝ｂ、閉塞・埋没あり(排水ボーリングの呑み

口は埋没)=c、底張コンクリート天端高を超えて土砂等の堆積あり= d  

底張コンクリート 
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表Ⅳ-2.2.12 変状レベル判定事例(集水井工 その 7 金属部材劣化例(1)) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：井筒本体(ライナープレート)

項目(現象)：腐食 

部位：井筒本体(補強リング) 

項目(現象)：腐食 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

・錆なし 

もしくは、 

・軽微な点錆が生じて 

おり、局所的に茶褐色 

化する。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・錆による軽微な表面 

膨張が生じている。 

・全体的に表面がザラ 

ザラし、若干が剥離す 

る程度。 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

  
・錆による表面膨張や 

板厚減少が生じてい 

る。 

・強度低下している。 

表層部から容易に剥落 

する。 

・欠損、破損を伴って 

いる。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

（該当事例写真なし） 
（該当事例写真なし） 

・施設のほぼ全体に、欠

損、破損を伴った著しい

腐食が及んでいる。 

 

※変状レベルｃ相当ま

たは、それよりも悪い変

状が施設全体に及ぶ状

態を想定する。 

※腐食：錆などにともなって部材が変質・剥離する状態を想定する。 

※ここに掲載した写真は井内観察時の写真を集めており、地表からの観察では上記のよ

うに近接した詳細な写真を撮影する必要はない。あくまで目安として扱う。 
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表Ⅳ-2.2.13 変状レベル判定事例(集水井工 その 8 金属部材劣化例(2)) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：井筒本体（バーチカルスティ

フナー、ラテラルストラット） 

項目(現象)：腐食 

部位：井筒本体（ボルト、ナット） 

項目(現象)：腐食 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

・錆なし 

もしくは、 

・軽微な点錆が生じて 

おり、局所的に茶褐色 

化する。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・錆による軽微な表面 

膨張が生じている。 

・全体的に表面がザラ 

ザラし、若干が剥離す 

る程度。 

※【参考】ボルトでは、

レンチ締め付けが可能。

（表層は錆びているが、

締め付け金具としてのボ

ルトの機能を有してい

る。） 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

 

 ・錆による表面膨張や 

板厚減少が生じてい 

る。 

・強度低下している。 

表層部から容易に剥落 

する。 

・欠損、破損を伴って 

いる。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

腐食により、剥離、減厚顕著（バー

チカルスティフナー） 

ボルトでは、表層部から容易に剥落 

し、レンチ締め付け不可能。 

・施設のほぼ全体に、欠

損、破損を伴った著しい

腐食が及んでいる。 

 

※変状レベルｃ相当ま

たは、それよりも悪い変

状が施設全体に及ぶ状

態を想定する。 

※腐食：錆などにともなって部材が変質・剥離する状態を想定する。 

※ここに掲載した写真は井内観察時の写真を集めており、地表からの観察では上記のよ

うに近接した詳細な写真を撮影する必要はない。あくまで目安として扱う。 
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表Ⅳ-2.2.14 変状レベル判定事例(集水井工 その 9 金属部材劣化例(3)) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：付帯施設（天蓋） 

項目(現象)：腐食 

部位：付帯施設（点検梯子） 

項目(現象)：腐食 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

 
・錆なし 

もしくは、 

・軽微な点錆が生じて 

おり、局所的に茶褐色 

化する。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・錆による軽微な表面 

膨張が生じている。 

・全体的に表面がザラ 

ザラし、若干が剥離す 

る程度。 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

 

 ・錆による表面膨張や板厚

減少が生じている。 

・強度低下している。表層

部から容易に剥落する。

・欠損、破損を伴っている。

※部分的な欠落、肉厚減少

が発生し、機能が確保され

ていない箇所が一箇所で

も含まれる。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

腐食により金網部分の大半が欠落

 

 

 

 

 

 

 

・施設のほぼ全体に、欠

損、破損を伴った著しい

腐食が及んでいる。 

 

※変状レベルｃ相当ま

たは、それよりも悪い変

状が施設全体に及ぶ状

態を想定する。 

※腐食：錆などにともなって部材が変質・剥離する状態を想定する。 

※点検梯子に変状レベル c～ｄの腐食が含まれる場合は、安全管理上、概査段階での点

検のための集水井工内部侵入は中止・回避する。詳細調査や補修工事等に伴う集水井工

内部侵入の際の留意点として施設管理者に伝達する（別途、緊急対応の必要性を判断）。 

※天蓋の点検口の施錠がされていない場合は近隣住民等の不用意な集水井工内への入坑

を誘発し、重大事故へ繋がる恐れがあるため、施設管理者に必ず伝達すること。 
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表Ⅳ-2.2.15 変状レベル判定事例(集水井工 その 10 金属部材劣化例(4)) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：付帯施設（立入防止柵） 

項目(現象)：腐食 

部位：排水ボーリング 

項目(現象)：腐食 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

・錆なし 

もしくは、 

・軽微な点錆が生じて 

おり、局所的に茶褐色 

化する。 

ｂ 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・錆による軽微な表面 

膨張が生じている。 

・全体的に表面がザラ 

ザラし、若干が剥離す 

る程度。 

ｃ 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

 

 

 

 

 

 

・錆による表面膨張や板厚

減少が生じている。 

・強度低下している。表層

部から容易に剥落する。

・欠損、破損を伴っている。

※部分的な欠落、肉厚減少

が発生し、機能が確保され

ていない箇所が一箇所で

も含まれる。 

ｄ 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 

著しい腐食(剥離・欠損)によって、

柵等が倒れていたり、穴があいてい

る場合は、変状レベルｄとする。 

 

著しい腐食(剥離・欠損)によって、漏

水が生じていれば、変状レベルｄとす

る。 

・施設のほぼ全体に、欠

損、破損を伴った著しい

腐食が及んでいる。 

※変状レベルｃ相当ま

たは、それよりも悪い変

状が施設全体に及ぶ状

態を想定する。 

※立入防止柵の損傷は、近隣住民等の不用意な集水井工への接近を誘発し、落下事故等

のリスクを増大させる可能性があるので施設管理者は立入防止柵の変状レベルを考慮し

て緊急対応の必要性を判断する。また、出入口が施錠されていることを確認する。 
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2.2.3 概査の点検様式と記入例 

 概査の点検様式を示す。基本的な様式の使い方は、総合編を参照のこと。 

   

 集水井工に対する概査様式の使い方のうち特徴的な部分のみを解説する。 

 集水井工の概査は、原則地表から井内を目視するものとする。したがって、点検は地

上部から天蓋を覗き込むこと等で確認できる範囲で行うこととする。井筒内での観察方

法は、本章末に後述する【参考】を参照すること。 

 

 点検結果は、地上部から目視した状態を「様式-3(1)：型 03-1」にまとめることと

する。（井筒内に入って行う調査は、基本的に詳細調査として扱う。詳細調査については

次章を参照すること。）ただし、概査で、地表から目視できる範囲を超えて集水井工内部

の状況を把握する必要に迫られた場合には、安全対策を十分に行った上で、井筒内に入

り点検を行うものとする。その際、概査のオプションとして、「様式-3(1)：型 03-2」

および「様式-3(1)：型 03-3」を用いて、井筒本体の各部位の状況や集水ボーリング

孔口の閉塞および目詰まり状況等を記録する。 

  

 なお、集水井工は流末施設まで 1 施設として点検を行う。排水を地すべり地外へ導く

延長の長い排水路等は別施設として点検・評価する。ただし、対象施設の取り扱いは、

点検作業上の利便性と施設管理の実態(施設管理台帳の記載)を考慮して、施設群の点検

票などの利用を検討するなど臨機応変に行うものとする。 

 これらの項目以外も点検・評価を実施し、施設の健全度評価(ⅰ～ⅳ)を求める。また、

施設について、対応の目安を判断することとする。 

 図Ⅳ-2.2.4 及び表Ⅳ-2.2.16 に、様式-3(1)の使用例を示す。なお、様式-3(1)の「総

合評価」「点検結果と対応の目安に対するコメント」の使い方の解説、および、全工種共

通となる様式-3(2)～(4)の使用例はⅠ総合編を参照のこと。 
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図Ⅳ-2.2.4 集水井工に対する概査において特徴的な概査様式の使い方 

  

地すべり防止施設機能診断調査

原則地表から内部を遠望目視（井内での観察時は別紙(2)(3)推奨）

/ /

年

（調査票番号： ）

■現地確認事項

段 × 孔 段 × 孔 段 × 孔

流水あり ： 流量(最大) l/分 水質・計測値等 　

■部位の変状レベル 各項目で当てはまる状況の番号を記入し、最も悪い状態についてレベル判定する。また、判定根拠とする写真番号を示す。

a b c d

※①変状レベル(a～d)、②部位の健全度(A～D)、③施設の健全度（ⅰ～ⅳ）の順に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ①

ⅰ A a ：項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である

ⅱ B b ：項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある

ⅲ C c ：項目に挙げた現象・状況に対し限定的（局所的）ではあるが明らかな変状がある

ⅳ D d ：項目に挙げた現象・状況に対し著しい変状がある

□ 施設機能に影響する変状がある □ 施設機能に影響する変状がない

■総合評価 該当する選択肢に○を付ける。点検者から施設管理者への伝達事項として「対応の目安」を示す。

有

無

■点検結果と対応の目安に対するコメント 変状の発生要因の推定、総合評価の判断理由等

様式-3(1)　：型03-1 概査調査票 (個別施設記録用)

＜集水井工(1)＞

評価指標

…（本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く恐れがある状態）

腐食 1.発錆

破損・欠損

1.発錆

1.屈曲(傾き、ねじれ、折れ曲がり)

なし

閉塞・埋没 1.土砂堆積･2.落葉等堆積･3.植物侵入･4.その他

変位・変形

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗

破損・欠損井

筒

本

体

点検梯子

底

部
□

監視 施設の健全度がⅱである場合（部位の健全度でBが一つでも含まれる場合）

軽微な補修 施設の健全度がⅲである場合（部位の健全度でCが一つでも含まれる場合）

補修・更新 施設の健全度がⅳ（部位の健全度でDが一つでも含まれる場合）であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細調査 施設の健全度がⅲまたはⅳであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合(井内観察が必要な場合等)

【判断目安】①地すべりの再活動や

新たな変状　②災害等で施設が破損

③人的被害発生の懸念

緊急対応

の必要性

状況と

対応策

施設の健全度がⅰである場合（部位の健全度全てがAの場合）

1.屈曲・2.傾倒

腐食 1.発錆

※集水ボーリングの「閉塞」の変状ﾚﾍﾞﾙ判定基準は以下（井内での観察時は別紙(3)参照）

対応の目安 判断目安（原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず記入する。）

③施設の健全度(ⅰ～ⅳ)
[最も悪い部位の健全度に基づいて決定]

問題なし

施設周辺地盤状況

その他の状況

……………（機能低下している状態）

部

位

の

健

全

度

施

設

の

健

全

度

…………（機能低下していない状態）
変

状

レ

ベ

ル

地表から遠望目視にて孔口確認：　閉塞なし＝a、閉塞あり＝c、不明・目視不可＝b(コメント残す)

□

付

帯

施

設

□

底張コンクリー

ト

地

表
□

地表コンクリー

ト

安全柵

排水ボーリング
（井外の出口にて目視

確認、異常湛水は地表

より水面を遠望目視）

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.抜け･4.折れ曲がり

腐食

ライナープレート,

補強リング,バーチカ

ルスティフナー/ラテ

ラルストラット

□

□ 天蓋
破損・欠損

変位・変形

変位・変形 1.ずれ・2.傾倒

1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗

1.ずれ・2.傾動・3.沈下

腐食 1.発錆

1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗

変位・変形

1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

工種・部位 項目
　　状況　（異常な状況がない場合は0とする,

　　　　　　　　複合的な状況その他の場合は9とする）

①変状レベル ②部位の

健全度
（A～D）該当写真

集

・

排

水

機

能

□ 集水ボーリング

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.抜け･4.折れ曲がり

　腐食 1.発錆

閉塞（孔口状況）※ 1.細菌類付着 ･ 2.植物・藻類侵入 ･ 3.その他

腐食 1.発錆

閉塞（孔口状況） 1.細菌類付着 ･ 2.植物・藻類侵入 ･ 3.その他

異常湛水 1.異常湛水(井内水面高＞底巻コンクリート天端高)

□

安全施設 天蓋 点検梯子 安全柵 問題ありあり なし あり なし あり

観測施設 計測器名 問題あり

直径 井底深度

流末状況 流末位置

点検年月日 天候 点検者

集水状況 集水ボーリング配置確認 目視可否 問題あり

構造/材質

区域名

緯度 経度

施工年度地すべりﾌﾞﾛｯｸ名 施設名

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

………（明らかに機能低下、または機能喪失している状態）

破損・欠損

問題あり

1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

様式-3(1)：型 03-1 

様式-3(1)：型 03-3【参考】 

様式-3(1)：型 03-2【参考】 

原則、地表から内部を目視して点検 

概査のオプション(必要に応じて) 

地すべり防止施設機能診断調査

＜集水井工（2）＞ 井筒本体の変状を部位ごとに記録し、調査票(1)に反映

/ /

年

（調査票番号： ）

■部位の変状レベル 各項目で当てはまる状況の番号を記入し、最も悪い状態についてレベル判定する。その他必要事項記入後、評価を行う。

a b c d

※ 最も悪い項目・状況を井筒本体の変状レベルとして調査票(1)に反映する

■現地確認事項(スケッチ等) 必要に応じて、井内壁面状況等のスケッチや目視困難箇所等に関するコメントを記録する。

様式-3(1)　：型03-2 概査調査票 (個別施設記録用)　【参考】

1.屈曲

腐食 1.発錆

変位・変形 1.屈曲・2.ねじれ

腐食 1.発錆

変位・変形

□
バーチカルス

ティフナー

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

変状レベル

緯度

□
ラテラルスト

ラット

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

　井筒本体の健全度(A～D)：

変位・変形

1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

1.屈曲

腐食 1.発錆

部位の

健全度該当写真

井

筒

本

体

□
ライナープレー

ト

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

変位・変形 1.屈曲

腐食 1.発錆

□ 補強リング

破損・欠損

工種・部位

経度

点検年月日 天候 点検者

区域名 地すべりﾌﾞﾛｯｸ名 施設名 施工年度

項目

構造/材質 直径

　　状況　（異常な状況がない場合は0とする,

　　　　　　　　複合的な状況その他の場合は9とする）

井底深度

＜変状の特徴＞
①
②
③
④

※バーチカルスティフナーの配置・変形等を上から観察

平面図

変状の顕著な箇所

地下水位

集水ボーリング孔口

排水ボーリング
呑み口 出口底巻コンクリート天端

井底深度

水位
（井内水面深度）

井内湧水上端深度

流末処理

根固めコンクリート

底張コンクリート

天蓋 基礎地盤

底張コンクリート天端
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表Ⅳ-2.2.16 概査調査票（1/4）の使用例その 1 

線式-3(1) 型03-1

-宅晶也のI~~有1;1: '-'''''1 1， 各項目で当てはまる状況の番号を記入し、患も悪い状態についてレベル事i定する。また、判定捜拠とする写真番号を示す‘

状況(異常な状況がない場合は0とする. ①変状レベル ②部位の
工種・部位 項目 健全度被合的な状況その他の場合は9とする) a 1 b c 1 d 該当写真 (.-0) 

破績・欠損 011欠績 2ひび割れ.3彼け・4折れ曲がり 。
集水ポーリン

腐食 111発錆 。 C 集 回 グ

閉塞(孔口状況)※ 111細菌類付着 .2植物・藻類侵入 3その他 。
U~ 
排水ボーリン 破損・欠績 1欠績 2ひび割れ.3被け.4折れ曲がり

水

機 グ 腐食 1発錆

能
図 〈弁外白出口にて自

閉塞(孔口状況) 1細菌類付着・ 2値物・藻類侵入・ 3その他
A 

規確飽、異常;甚水は
地表より水面を遭盟

異常;甚水 111異常湛水(井内水面高>底巻コンヴリート天端高) ¥ ¥ 目視) 。
弁 ライナープレート 破鍋・欠領 011欠鍋 2亀裂.3破断 4ボルト等の緩み(脱落) 。
筒 図 補強リングパーチ 変位・変形 011屈幽(傾き、ねじれ、折れ曲がり) 。 A 
本 力Jレスティフナー/

体 ラテラルストラット 腐食 111発錆 。
破損・欠損 011欠損・2ひび割れ・3摩耗 。

底 回 底張コンクリ
変位・変形 011ずれ・2傾倒 。 A 

部 ト
閉塞・埋没 011土砂堆積・2落葉等堆積・3植物侵入・4その他 。

I也 地表コンクリー 破績・欠損 211欠鍋・2ひび割れ・3摩耗 。
A 

表 図 ト 変位・変形 011ずれ・2傾動・3沈下 。
図 天蓋

破横・欠損 011欠損目2ひび割れ・3摩耗 。
腐食 111発錆

A 。
付 破損・欠損 011欠損目2亀裂・3破断・4ボルト等の緩み(脱落) 。
帯 図 点検綿子

腐食 111発錆
A 

施
。

設 破績・欠績 011欠績 2亀裂.3破断 4ボルト等の緩み(脱落) 。
同 安全柵 変位・変形 011屈曲・2傾倒 。 A 

腐食 111発錆 。
※集水ポ-1)'../'1の「粧の変状レヘ峨基準は……察時は別紙(3蜘 | ③施設の問(i-iv) 

地表から遠望目視にて孔口確忽 閉塞なし=a、閉塞あり=c、不明・目視不可=b(コメント残す) I [量も悪い陣位の健全置に轟づいて決定] 111 

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の11頂に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ① 評価指標

置 a 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である (機能低下していない状態)

状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある …(本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く恐れがある状態)
レ
ぺ c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ー(機能低下している状態)
1" 
d 項目に挙げた現象・状況に対し者しい変状がある .(明らかに機能低下、または機能喪失している状態)

施鼓周辺地盤状況 口施設機能に影響する変状がある |図 施設機能に影響する変状がない |

その他の状況 I 
‘草色色言書liIIi 按当する選択肢!こO差付ける。点検者から施設管理者への伝達事項としてf対応の§安』を示す。

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず犯人する。)

問題なし 施設の健全度が lである場合咽位の健主虚主て仰の渇含}

監視 施設の健全度が iiである場合{師位の健全置でBが一つでも含まれる唱合}

軽微な補修 施設の健全度が川である場合{部位白檀金庫でCが一つでも含まれる繍合)

繍修・更新 施設の健全度がIV(部位田健全置でDが一つでも含まれる場合}であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な湯合。要詳細調査 施設の健全度が川またはwであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合構内観曹が必要伝鳴合等)
緊急対睦
の必要

やが[判唖新断た損目t安③E】人状①的地②微す虫害ベ害発り等の生で田再施，懸潤股垂I l 状況と I 
対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメント変伐の芳主要Eの11.定、 j't'&fffo5，の!fJJIlffJAdJ手

・集水井エ肉の量下部 酸素jJ度=20.6・集水井エの肉部ライナープレート水紘き工がコケで閉塞
・集水ポーリングの閉塞状況を確wするため、井戸内での観察を提案する。(要詳細調査)
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2.2.4 概査結果の評価と対応 

点検者は概査結果に基づいて「健全度評価」を決定する。また、「健全度評価」に応じ

た「対応の目安」を決定し、施設管理者に伝達する。その際、本手引きでは「施設の健

全度」と「対応の目安」との関係を設定した。全工種ほぼ共通の設定としたが、表Ⅳ

-2.2.17 に示す通り、集水井工については、井内への入坑を伴う観察を詳細調査とする

ため、施設の健全度が「ⅲ」であっても要詳細調査を目安の選択肢に含める。 

 

表Ⅳ-2.2.17 「施設(群)の健全度」と「対応の目安」の関係 

※集水井工については、井内への入坑を伴う観察を詳細調査とするため、施設の健全度

が「ⅲ」であっても要詳細調査を目安の選択肢に含めることとする。 

 

 

  

対応の目安 判断の目安 

問題なし 
施設の健全度がⅰ（Ⅰ）である場合（部位の健全度全てが A
の場合） 

監視 
施設の健全度がⅱ（Ⅱ）である場合（部位の健全度で B が一
つでも含まれる場合） 

軽微な補修 
施設の健全度がⅲ（Ⅲ）である場合（部位の健全度で C が一
つでも含まれる場合） 

補修・更新 
施設の健全度がⅳ（Ⅳ）（部位の健全度で D が一つでも含まれ
る場合）であり、 
 かつ 要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合 

要詳細調査 
施設の健全度がⅲまたはⅳであり、※ 
かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合 
(井筒内観察が必要な場合等) 
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【参考】 

＜概査のオプション 1＞「様式-3(1)：型 03-2」井筒本体に対する概査 

 

 集水井工の井筒本体は「ライナープレート」「補強リング」「バーチカルスティフナー」

「ラテラルストラット」等の複数の部材で構成されている。地上からの目視点検では、

これらの部材を細かく分類して点検を行わないことを基本とするが、部材ごとに記録を

残したい場合は、「様式-3(1)：型 03-2」を用いて、①「ライナープレート」「補強リ

ング」「バーチカルスティフナー」「ラテラルストラット」の各部位ごとに「破損・欠損」

「変位・変形」「腐食」の状況を記録し、変状レベルおよび、部材の健全度を判定する、

②必要に応じて、井内壁面状況（歪み、土砂侵入、湧水）等のスケッチや目視困難箇所

等に関するコメントを記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2.2.5 「様式-3(1)：型 03-2」の使い方・使用例 

 

  

様式-3(1)：型 03-2 

様式-3(1)：型 03-1 

「井筒本体」という部位の変状レベルとして評価・記録 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

C 

B 

B 

C 

井筒本体の中の「ライナープレート」「補強リング」「バーチカルスティフナー」

「ラテラルストラット」の各部位ごとに、部位の変状レベルとして評価・記録 

最も悪い項目・状況が反映されるように、 

各部位の評価を統合する。 
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＜概査のオプション 2＞「様式-3(1)：型 03-3」集水ボーリング 

 

「様式-3(1)：型 03-3」を用い、各ボーリング孔に対して①個別に孔口閉塞状況を目

視により確認・記録すること、②必要に応じて、検尺棒を挿入し、孔内部の目詰まり状

況を確認・記録すること。 

 この様式に従って、「様式-3(1)：型 03-1」の「閉塞（孔口状況）」の項目の変状レ

ベルの評価に反映すること。なお、基本的に概査において、集水井工内部での検尺棒に

よる調査を行うことを想定していないため、「様式-3(1)：型 03-1」に「目詰まり（孔

内部）」の項目はない。詳細調査の一環として検尺棒を挿入し、孔内部の目詰まり状況を

確認する場合は「様式-3(1)：型 03-3」を用いて、記録を残すとよい。 

 この評価に基づき、「様式-3(1)：型 02-1」の部位の変状レベルの中の「閉塞（孔口

状況）」の項目の変状レベルの評価に反映することとする。 

 なお、ここでの評価基準は、「Ⅲ 水抜きボーリング工編」での評価基準を準用するも

のとする。詳しくは、「Ⅲ 水抜きボーリング工編」を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2.2.6 「様式-3(1)：型 03-3」の使い方 

  

a～ｄ 

様式-3(1)：型 03-3 

様式-3(1)：型 03-1 

個々のボーリング孔を点検・記録する 

「集水ボーリング」という部位の変状レベルを評価 

個々のボーリング孔の状況を集計する 

…

2 3 … 1 

～～m 
～～m 
～～m 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 
○ ○ 

○ 

○ 赤褐色 

赤褐色 

付着なし
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 表Ⅳ-2.2.18 概査調査票（1/4） 様式-3(1)：型 03-2 

  地すべり防止施設機能診断調査

＜集水井工（2）＞ 井筒本体の変状を部位ごとに記録し、調査票(1)に反映

/ /

年

（調査票番号： ）

■部位の変状レベル 各項目で当てはまる状況の番号を記入し、最も悪い状態についてレベル判定する。その他必要事項記入後、評価を行う。

a b c d

※ 最も悪い項目・状況を井筒本体の変状レベルとして調査票(1)に反映する

■現地確認事項(スケッチ等) 必要に応じて、井内壁面状況等のスケッチや目視困難箇所等に関するコメントを記録する。

様式-3(1)　：型03-2 概査調査票 (個別施設記録用)　【参考】

1.屈曲

腐食 1.発錆

変位・変形 1.屈曲・2.ねじれ

腐食 1.発錆

変位・変形

□
バーチカルス

ティフナー

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

変状レベル

緯度

□
ラテラルスト

ラット

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

　井筒本体の健全度(A～D)：

変位・変形

1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

1.屈曲

腐食 1.発錆

部位の

健全度該当写真

井

筒

本

体

□
ライナープレー

ト

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

変位・変形 1.屈曲

腐食 1.発錆

□ 補強リング

破損・欠損

工種・部位

経度

点検年月日 天候 点検者

区域名 地すべりﾌﾞﾛｯｸ名 施設名 施工年度

項目

構造/材質 直径

　　状況　（異常な状況がない場合は0とする,

　　　　　　　　複合的な状況その他の場合は9とする）

井底深度

＜変状の特徴＞
①
②
③
④

※バーチカルスティフナーの配置・変形等を上から観察

平面図

変状の顕著な箇所

地下水位

集水ボーリング孔口

排水ボーリング
呑み口 出口底巻コンクリート天端

井底深度

水位
（井内水面深度）

井内湧水上端深度

流末処理

根固めコンクリート

底張コンクリート

天蓋 基礎地盤

底張コンクリート天端
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 表Ⅳ-2.2.19 概査調査票（1/4） 様式-3(1)：型 03-3 

  地すべり防止施設機能診断調査

＜集水井工（3）＞ 各集水ボーリング孔の状況記録用調査票

/ /

年

（調査票番号： ）

■個々のボーリング孔の点検結果 　当てはまる状況に「○」と記入し、その他必要事項を記録する。 (孔内部目詰まり状況は検尺棒を実施した場合のみ評価）

　 　 　

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■部位の変状レベル評価 個々のボーリング孔の点検結果を集計し、全体としての閉塞と目詰まりについての変状レベルを評価する

閉塞状況 本 / 本 ％ 判定

様式-3(1)　：型03-3 概査調査票 (個別施設記録用)　【参考】

　本 ％ 判定目詰まり状況
「詰まっている」「やや詰まってい
る」の孔数/全孔数

本 /

合計

付着度A・B・Cの孔数/全孔数 　

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

2

1

健

全

番号

各集水ボーリング孔
の施工延長

（m）

乾

燥

濡

れ

滴

水

流
水

あ

り

孔番号
※原則、左から順番に、

番号を付ける

集水状況

（目視にて、当

てはまる状況に
「○」）

流量

(l/分)

※計測

可能な

状況で

あれば

測る

孔口閉塞状況 孔内部目詰まり状況

コメント

(破損状況・水
質・その他状

況)

検

尺

棒

(
実

施

な

ら

ば

○

)

検尺棒
挿入長さ

(＝目詰まりを

起こした箇所の

孔口からの距
離)

（ｍ）

詰

ま

っ
て

い

る

や

や

詰

ま

っ
て

い

る
D E F

細

菌
類

植

物
・

藻

類

A B C

付着度※ 付着物

そ

の
他

区域名 地すべりﾌﾞﾛｯｸ名 施設名 施工年度

構造/材質 備考(形状・段数等)

緯度 経度

点検年月日 天候 点検者

孔口断面

閉塞物

孔口の付着度の決定方法
下記の考え方に沿って目分量で閉塞割合(付着度)を判断する

孔口の閉塞割合 ＝孔口断面に占める閉塞物の断面積÷孔口断面積×100(%)

付着度A：孔口の閉塞割合 70％以上 付着度B：孔口の閉塞割合 50～70％

付着度C：孔口の閉塞割合 30～50％ 付着度D：孔口の閉塞割合 10～30％
付着度E：孔口の閉塞割合 10％未満 付着度F：孔口の閉塞物なし

変状レベル：孔口閉塞の判定基準:
a ＝ 付着度A・B・C の孔数の合計が全孔数の0％(D,E,Fのみ)
b ＝ 付着度A・B・C の孔数の合計が全孔数の25％未満
c ＝ 付着度A・B・C の孔数の合計が全孔数の25％以上50％未満
d ＝ 付着度A・B・C の孔数の合計が全孔数の50％以上、または、崩土や湛水等で埋没・水没している

変状レベル：孔内部目詰まりの判定基準:
a ＝ 「詰まっている」「やや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の0％(目詰まりなし) 
b ＝ 「詰まっている」「やや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の25％未満
c ＝ 「詰まっている」「やや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の25％以上50％未満
d ＝ 「詰まっている」「やや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の50％以上

検尺棒

集水ボーリングの長さ(施工延長)

検尺棒挿入長さ(m)

(目詰まりを起こした箇所の孔口からの距離)

孔内部の目詰まり状況の判定の目安
(検尺棒を実施した場合のみ評価）

「詰まっている」…検尺棒等を挿入できなくなる場合
「やや詰まっている」…検尺棒等を最後まで挿入できるもの

の抵抗が大きい場合




